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新
潟
県
病
院
局
管
理
規
程
第
２
号
 

新
潟
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。
 

令
和
７
年
３
月
2
8
日
 

新
潟
県
病
院
事
業
管
理
者
 

 
金
 
井

 
 
健
 
一

 

新
潟
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
 

新
潟
県
病
院
局
財
務
規
程
（
昭
和
6
0
年
新
潟
県
病
院
局

管
理

規
程

第
５

号
）

の
一

部
を

次
の

表
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 
（

下
線

部
分

は
改

正
部

分
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
出
納
事
務
の
委
任
等
）
 

第
７
条
 

病
院

局
長
は
、

次
に

掲
げ
る
出

納
そ

の
他
の

会
計

事
務

を
処

理
す

る
権

限
を

局
本

庁

の
企
業
出

納
員

に
委
任
す

る
。

た
だ
し
、

次
項

の
規

定
に

よ
る

施
設

の
企

業
出

納
員

、
次

条

の
規
定
に

よ
る

現
金
取
扱

員
及

び
第
９
条

の
規

定
に

よ
る

出
納

取
扱

金
融

機
関

等
が

行
う

も

の
を
除
く
。
 

(
1
)
 
～
(
8
)
 
（
略
）
 

２
 
病
院
局
長

は
、
前
項
第
１

号
及
び
第
３
号

か
ら
第

５
号

ま
で

に
掲

げ
る

出
納

そ
の

他
の

会

計
事
務
の
う
ち
、
施
設
に
係
る
事
務
を
処
理
す
る
権

限
を

施
設
の

企
業

出
納

員
に

委
任

す
る

。

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

 （
報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
）
 

第
1
6
1
条

の
６
 

報
告
セ
グ
メ
ン
ト
の
区
分
は
、
次
に

掲
げ

る
と

お
り

と
す

る
。

 

(
1
)
 
～

(
4
)
 
（
略
）
 

 (
5
)
 
坂

町
病
院
 

(
6
)
 
加

茂
病
院
 

(
7
)
 
十

日
町
病
院
 

(
8
)
 
中

央
病
院
 

(
9
)
 
吉

田
病
院
 

(
1
0
)
 
が
ん
セ
ン
タ
ー
新
潟
病
院
 

(
1
1
)
 
新
発
田
病
院
 

(
1
2
)
 
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
 

（
出

納
事

務
の
委

任
等

）
 

第
７

条
 

病
院

局
長

は
、

次
に

掲
げ
る
出

納
そ

の
他
の
会

計
事

務
を
処
理

す
る

権
限
を
局

本
庁

の
企

業
出

納
員

に
委

任
す

る
。

た
だ
し
、

次
項

の
規
定
に

よ
る

施
設
の
企

業
出

納
員
、
次

条

の
規

定
に

よ
る

現
金

取
扱

員
及

び
第
９
条

の
規

定
に
よ
る

出
納

取
扱
金
融

機
関

等
が
行
う

も

の
を

除
く

。
 

(
1
)
 
～

(
8
)
 
（

略
）
 

２
 
病

院
局

長
は

、
前

項
第
１

号
、
第
３

号
か

ら
第
５
号

ま
で

及
び
第
９

号
に

掲
げ
る
出

納
そ

の
他

の
会

計
事

務
の

う
ち

、
施

設
に
係
る

事
務

を
処
理
す

る
権

限
を
施
設

の
企

業
出
納
員

に

委
任

す
る

。
（
略

）
 

３
 
（

略
）
 

４
 
（

略
）
 

 （
報

告
セ

グ
メ
ン

ト
の

区
分
）
 

第
1
6
1
条

の
６
 
報

告
セ

グ
メ
ン
ト
の
区
分
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

(
1
)
 
～

(
4
)
 
（

略
）

 

(
5
)
 
リ

ウ
マ

チ
セ

ン
タ

ー
 

(
6
)
 
坂

町
病

院
 

(
7
)
 
加

茂
病

院
 

(
8
)
 
十

日
町

病
院

 

(
9
)
 
中

央
病

院
 

(
1
0
)
 
吉

田
病
院

 

(
1
1
)
 
が

ん
セ
ン

タ
ー
新
潟
病
院
 

(
1
2
)
 
新

発
田
病

院
 

(
1
3
)
 
精

神
医
療

セ
ン
タ
ー
 



 

3 

(
1
3
)
 
局
本
庁
 

 （
随
意
契
約
の
で
き
る
額
）
 

第
2
1
5
条

 
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
2
1
条
の
1
3
第

１
項

第
１

号
の

規
定

に
よ

り
、
随

意
契

約

が
で
き
る

額
は

、
次
の
各

号
に

掲
げ
る
契

約
の

種
類

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

額
と

す

る
。
 

(
1
)
 
～

(
6
)
 
（
略
）
 
 

 （
福
祉
関
係
施
設
に
お
い
て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
買

い
入

れ
る
契

約
等

を
す

る
場

合
の

手
続

）
 

第
2
1
5
条

の
２
 

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
2
1条

の
1
3
第

１
項

第
２
号

及
び
第

４
号

の
規

定
に

基
づ
き
随
意
契
約
を
す
る
場
合
の
手
続
は
、
次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
～

(
2
)
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 （
見
積
書
の
徴
収
）
 

第
2
1
6
条

 
予
算
執
行
職
員
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う

と
す

る
と

き
は

、
な

る
べ

く
２

人
以

上
の

者
か
ら
見
積

書
を
徴
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。
た

だ
し

、
地

方
公

営
企

業
法

施
行

令
第

2
1条

の
1
3
第
１
項

第
３
号
又
は
第

４
号
の
規
定
に

よ
り

随
意

契
約

を
し

よ
う

と
す

る
場

合
及

び
経

費
執
行
票
に

よ
る
経
費
(
薬

品
、
診
療
材
料

及
び

給
食

材
料

以
外

の
経

費
で

１
件

1
0
0
万

円
以

上
の
も
の
を
除
く
。
)
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な

い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
見
積
書
を
徴
す
る
と
き
は

、
第

1
9
4
条

の
規

定
に

準
じ
相

当
の

見
積

り

期
間
を
お

か
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
た
だ

し
、

地
方

公
営

企
業

法
施

行
令

第
2
1
条

の
1
3
第

１

項
第
３
号

又
は

第
４
号
の

規
定

に
よ
り
随

意
契

約
を

し
よ

う
と

す
る

と
き

、
同

施
行

令
第

2
1

条
の
1
3
第

１
項

第
８
号
の

規
定

に
よ
り
随

意
契

約
を

す
る

場
合

に
お

い
て

当
該

入
札

に
参

加

し
た
者
を

協
議

の
相
手
方

と
す

る
と
き
又

は
予

算
執

行
職

員
が

必
要

が
な

い
と

認
め

る
と

き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1
4
)
 
局

本
庁
 

 （
随

意
契

約
の
で

き
る

額
）
 

第
2
1
5
条

 
地
方

公
営

企
業
法
施
行
令
第
2
1
条
の
1
4
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
、
随
意
契

約

が
で

き
る

額
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ
る
契

約
の

種
類
に
応

じ
、

当
該
各
号

に
定

め
る
額
と

す

る
。

 

(
1
)
 
～

(
6
)
 
（

略
）
 
 

 （
福

祉
関

係
施
設

に
お

い
て
製
作
さ
れ
た
物
品
を
買
い
入
れ
る
契
約
等
を
す
る
場
合
の
手
続
）
 

第
2
1
5
条

の
２
 
地

方
公

営
企
業
法
施
行
令
第
2
1条

の
1
4
第
１
項
第
２
号
及
び
第
４
号
の
規
定

に

基
づ

き
随

意
契
約

を
す
る
場
合
の
手
続
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(
1
)
 
～

(
2
)
 
（

略
）
 

２
 
（

略
）
 

 （
見

積
書

の
徴
収

）
 

第
2
1
6
条

 
予
算

執
行

職
員
は
、
随
意
契
約
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
な
る
べ
く
２
人
以
上
の

者
か

ら
見

積
書

を
徴

さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
地

方
公
営
企
業
法

施
行
令
第
2
1
条

の
1
4
第

１
項

第
３

号
又
は
第

４
号
の
規
定
に

よ
り
随
意
契
約

を
し
よ
う
と
す

る
場
合
及
び
経

費
執

行
票

に
よ

る
経

費
(
薬
品

、
診
療
材
料

及
び
給
食
材
料

以
外
の
経
費
で

１
件
1
0
0
万
円
以

上
の

も
の

を
除
く

。
)
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前

項
の

規
定

に
よ

る
見
積
書
を
徴
す
る
と
き
は
、
第
1
9
4
条
の
規
定
に
準
じ
相
当
の
見
積
り

期
間

を
お

か
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。
た

だ
し
、

地
方
公

営
企
業

法
施
行

令
第
2
1
条
の
1
4
第

１

項
第

３
号

又
は

第
４

号
の
規
定

に
よ
り

随
意
契

約
を
し

よ
う
と

す
る
と

き
、
同

施
行
令

第
2
1

条
の

1
4
第

１
項

第
８

号
の
規
定

に
よ
り

随
意
契

約
を
す

る
場
合

に
お
い

て
当
該

入
札
に

参
加

し
た

者
を

協
議

の
相

手
方
と
す

る
と
き

又
は
予

算
執
行

職
員
が

必
要
が

な
い
と

認
め
る

と
き

は
、

こ
の

限
り
で

な
い

。
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ

の
規
程
は
、
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す

る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
改

正
後
の
第
1
6
1
条
の
６
の
規
定
は
、
令
和
７
年
度

の
事
業

年
度

か
ら

適
用

し
、

令
和

６
年

度
以

前
の

事
業

年
度

に
つ

い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



 

4 

 

 


